
解体工事中の本庁舎南館

旧高島第七小学校
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（
７
面
か
ら

つ
づ
く
）

り
を
推
進
し
て
い
く
。

児
童
虐
待
の
早
期
発
見
を

【
質

問
】
社
会
全
体
で
児
童
虐

待
の
兆
候
を
察
知
し
防
止
す
る
取

組
み
が
必
要
。
宅
配
業
者
や
郵
便

会
社
、
コ
ン
ビ
ニ
と
協
定
を
結
び
、

児
童
虐
待
通
報
に
協
力
し
て
も
ら

う
よ
う
積
極
的
な
働
き
か
け
を
。

【
区

長
】
今
後
は
宅
配
業
者
な

ど
と
の
協
議
を
含
め
て
、
各
種
の

連
携
・
協
力
体
制
の
仕
組
み
づ
く

り
の
検
討
を
進
め
る
。

※
以
上
の
ほ
か
、
不
活
化
ワ
ク
チ

ン
、
発
達
障
が
い
児
の
保
護
者
へ

の
フ
ォ
ロ
ー
の
質
問
が
あ
っ
た

糖
尿
病
対
策
に
内
科
医
、
歯
科
医

の
連
携
を

【
質

問
】
糖
尿
病
患
者
の
９５
％

に
歯
周
病
が
あ
り
、
歯
周
病
が
糖

尿
病
を
悪
化
さ
せ
る
と
の
こ
と
。

石
川
県
金
沢
市
糖
尿
病
地
域
連
携

事
業
で
は
、
内
科
医
、
歯
科
医
が

そ
れ
ぞ
れ
糖
尿
病
検
査
や
歯
の
治

療
を
受
け
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。

区
で
も
連
携
事
業
の
実
施
を
。

【
区

長
】
石
川
県
金
沢
市
で
は

歯
科
医
師
会
、
医
師
会
が
主
体
的

に
実
施
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

同
様
の
取
組
み
実
施
に
向
け
、
研

究
し
て
い
く
。

子
宮
頸
が
ん
検
診
の
拡
充
を

【
質

問
】
�
区
で
は
問
診
や
細

胞
診
検
査
を
行
っ
て
い
る
が
不
十

分
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ
併
用
検
診
の
実
施
を
。

�
検
診
受
診
率
向
上
の
た
め
、
子

宮
頸
が
ん
に
な
る
ま
で
の
図
の
作

成
・
活
用
や
定
期
検
診
の
強
化
を
。

【
区

長
】
�
今
後
の
研
究
と
し

た
い
。
�
検
診
の
啓
発
は
、
先
進

事
例
を
参
考
に
検
討
を
進
め
る
。

不
育
症
、
不
妊
治
療
へ
の
支
援
を

【
質

問
】
不
育
症
は
現
在
１１
自

治
体
に
助
成
制
度
が
あ
り
、
不
妊

治
療
は
都
に
も
助
成
制
度
が
あ
る

が
、
不
育
症
、
不
妊
治
療
に
対
し

区
と
し
て
一
歩
進
ん
だ
支
援
を
。

【
区

長
】
治
療
に
は
経
済
的
負

担
が
大
き
い
と
認
識
。
助
成
制
度

は
、
国
や
他
の
自
治
体
の
動
向
を

注
視
し
、
検
討
課
題
と
し
た
い
。

高
齢
者
対
策
の
充
実
を

【
質

問
】
�
施
策
や
事
業
の
対

象
と
な
る
高
齢
者
へ
の
訪
問
調
査

や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
、
今
後

の
高
齢
者
施
策
に
つ
な
げ
て
は
。

�
買
い
者
弱
者
に
対
し
て
対
策
を
。

【
区

長
】
�
７０
歳
以
上
の
高
齢

者
す
べ
て
に
対
し
、
民
生
・
児
童

委
員
に
よ
る
高
齢
者
訪
問
調
査
を

実
施
。
２３
年
度
は
高
島
平
団
地
に

住
ん
で
い
る
高
齢
者
を
対
象
に
生

活
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
�
買
い

物
弱
者
が
地
域
の
問
題
と
な
っ
て

い
る
こ
と
は
認
識
。
区
で
は
、
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
が
店
舗
な
ど
で

高
齢
者
の
接
客
を
行
う
高
齢
者
安

心
協
力
店
制
度
を
開
始
し
、
そ
の

普
及
に
努
め
て
い
る
。

※
以
上
の
ほ
か
、
防
災
対
策
、
空

き
家
対
策
、
商
店
街
活
性
化
対
策

に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た

南
館
改
築
の
延
期
を

【
質

問
】
厳
し
い
財
政
状
況
の

も
と
で
は
、
改
築
延
期
の
検
討
を
。

【
区

長
】
特
定
財
源
を
活
用
す

る
た
め
、
一
般
財
源
や
区
民
サ
ー

ビ
ス
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
る
。
計
画
通
り
進
め
る
。

区
の
財
政
を
問
う

【
質

問
】
�
区
の
財
政
状
況
の

悪
化
原
因
と
そ
の
改
善
策
は
。
�

福
祉
費
が
多
い
理
由
と
今
後
の
動

向
は
。
�
３
年
間
毎
年
百
億
円
の

収
入
減
が
続
い
て
い
る
。
厳
し
い

経
済
状
況
の
中
、
今
後
の
対
応
は
。

【
区

長
】
�
特
別
区
税
や
特
別

区
交
付
金
の
大
幅
な
減
収
、
生
活

保
護
措
置
費
や
私
立
保
育
園
措
置

費
、
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
な
ど

の
増
が
要
因
。
歳
出
面
で
は
、
義

務
的
経
費
の
削
減
、
経
常
的
な
事

務
事
業
の
見
直
し
が
必
要
。
�
民

生
費
は
５８
％
、
２３
区
で
第
１
位
。

今
後
も
増
加
傾
向
。
�
財
源
配
分

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
大
事
。

※
以
上
の
ほ
か
、
防
災
と
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
質
問
が
あ
っ
た

積
極
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

創
出
を

【
質

問
】
利
用
の
少
な
い
地
域

セ
ン
タ
ー
や
集
会
所
を
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
創
出
の
場
と
し
て
活
用
を
。

【
区

長
】
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

育
成
を
目
的
と
し
た
集
会
所
利
用

は
、
集
会
所
の
目
的
に
か
な
う
。

旧
高
島
第
七
小
学
校
跡
地
に
は
多

世
代
交
流
の
拠
点
整
備
を

【
質

問
】
�
跡
地
利
用
の
基
本

コ
ン
セ
プ
ト
は
、
多
世
代
交
流
施

設
の
整
備
。
施
設
内
に
多
世
代
交

流
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
を
。
�
施
設

の
名
称
は
、
シ
ニ
ア
世
代
に
限
定

す
る
よ
う
な
表
現
を
避
け
、
多
世

代
が
利
用
で
き
る
印
象
の
名
称
に
。

【
区

長
】
�
施
設
の
設
計
の
中

で
検
討
。
�
現
在
の
名
称
は
仮
称
。

今
後
、
ふ
さ
わ
し
い
名
称
を
検
討
。

※
以
上
の
ほ
か
、
給
食
放
射
能
測

定
、
地
域
情
報
連
絡
会
の
運
営
、

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
の
業
務
委
託

に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
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第
４９
回
東
京
河
川
改
修
促
進
連
盟

総
会
及
び
促
進
大
会
に
参
加

８
月
４
日
、
オ
リ
ン
パ
ス
ホ
ー

ル
八
王
子
に
お
い
て
、
都
内
の
河

は
ん
ら
ん

い
っ
す
い

川
氾
濫
、
溢
水
に
よ
る
災
害
を
な

く
し
、
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る

こ
と
を
目
指
し
て
「
第
４９
回
東
京

河
川
改
修
促
進
連
盟
総
会
及
び
促

進
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

都
内
１４
区
、
２４
市
町
村
の
長
や

議
員
な
ど
が
参
加
し
、
板
橋
区
議

会
か
ら
は
２１
名
の
議
員
が
参
加
し

ま
し
た
。
国
会
、
政
府
お
よ
び
都

に
対
し
て
、
東
京
全
域
の
河
川
改

修
の
早
期
完
成
、
内
水
対
策
の
早

期
実
施
な
ど
、
治
水
対
策
の
促
進

を
強
く
求
め
、
大
会
決
議
を
採
択

し
ま
し
た
。

請願・陳情は、
みなさんが区政な
どに関する意見や
要望を議会に対し
て述べる制度で、
どなたでも提出で
きます。
Ａ４サイズ縦の

用紙に、請願（陳
情）の件名、要旨、理由、提出年月日、
住所、氏名、宛先（板橋区議会議長宛）
を記入し、押印（シャチハタ不可）の上、
区議会事務局まで提出してください。
なお、請願には紹介区議会議員１名以

上の署名、押印が必要です。陳情には議
員の紹介は必要ありません。請願も陳情
も、区議会での取扱いは同じです。
署名簿がある場合は、請願・陳情書の

本文の後に合わせてつづってください。
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請願（陳情）者
住所
（団体名）
氏名 �

板橋区議会議長 ○○ ○○ 様

第
２２
回
東
京
都
道
路
整
備
事
業
推

進
大
会
に
参
加

１０
月
２７
日
、
日
比
谷
公
会
堂
に

お
い
て
、
東
京
の
広
域
化
す
る
交

通
渋
滞
の
緩
和
や
、
安
全
で
快
適

な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
「
第

２２
回
東
京
都
道
路
整
備
事
業
推
進

大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

都
内
２３
区
、
３９
市
町
村
の
長
や

議
員
な
ど
が
参
加
し
、
板
橋
区
議

会
か
ら
は
、
１８
名
の
議
員
が
参
加

し
ま
し
た
。
国
会
、
政
府
お
よ
び

都
に
対
し
て
、
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
や
新
交
通
な
ど
の
整
備
促

進
、
地
震
や
災
害
に
強
い
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
、
連
続
立
体
交
差
事

業
な
ど
を
強
く
求
め
、
大
会
決
議

を
採
択
し
ま
し
た
。

※複数でご提出される場合は、全員の方の住所、
氏名、押印が必要です。

第
１
回
区
議
会
定
例
会
の
開
会
予
定

平
成
２４
年
第
１
回
区
議
会
定
例
会
を
２
月
１６
日（
木
）か
ら
３
月

２６
日（
月
）ま
で
、
会
期
４０
日
間
に
わ
た
り
開
会
す
る
予
定
で
す
。

会
議
は
午
前
１０
時
（
議
会
運
営
委
員
会
は
午
後
１
時
）
に
開

会
の
予
定
で
す
。

な
お
、
第
１
回
区
議
会
定
例
会
で
の
審
査
を
希
望
さ
れ
る
請

願
・
陳
情
は
、
２
月
８
日（
水
）ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

■
日

程

２
月
９
日
●
告
示

●
議
会
運
営
委
員
会

１６
日
●
本
会
議

●
予
算
審
査
特
別
委

員
会

２０
日
●
企
画
総
務
委
員
会

●
区
民
環
境
委
員
会

●
健
康
福
祉
委
員
会

●
予
算
審
査
特
別
委

員
会

２１
日
●
都
市
建
設
委
員
会

●
文
教
児
童
委
員
会

●
予
算
審
査
特
別
委

員
会

２３
日
●
議
会
運
営
委
員
会

２４
日
●
災
害
対
策
調
査
特

別
委
員
会

●
地
域
経
済
活
性
化

調
査
特
別
委
員
会

２７
日
●
交
通
対
策
調
査
特

別
委
員
会

●
議
会
改
革
調
査
特

別
委
員
会

２９
日
●
予
算
審
査
特
別
委

員
会

３
月
１
日
●
議
会
運
営
委
員
会

２
日
●
本
会
議

７
日
●
本
会
議

８
日

９
日

１５
日

１９
日

２１
日

２２
日
●
議
会
運
営
委
員
会

２６
日
●
本
会
議

視覚障がい者の方に、本紙の点字版とテープ版「声の区議会
だより」を発行しています。
ご希望の方には、ご自宅へ郵送いたしますので、各福祉事務
所障がい者支援係までお問合せください。

●板橋福祉事務所 TEL（３５７９）２４６０
●赤塚福祉事務所 TEL（３９３８）５１１８
●志村福祉事務所 TEL（３９６８）２３３９
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中

い

さ

お

（
公

明

党
）

松

島

道

昌

（
み
ん
な
の
党
）

井

上

温

子

（
無

所

属
）

区議会だより点字版・テープ版のご案内

������	
●
予
算
審
査
特
別

委
員
会

「いたばし区議会だより」についての
ご意見・ご感想をお寄せください

請願・陳情の

提出方法

区議会事務局調査係

TEL（3579）2704 FAX（3579）2780
Ｅメール g-chosa@city.itabashi.tokyo.jp

宛先
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※

（記入例）

平成２�年（２０１２年）１月１日（８）い た ば し 区 議 会 だ よ り第１５９号


